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きない 
・求償権は主債務の弁済期以後でなけ
れば行使できない 

譲渡制限特約（JST） 466 条２項 
３項 

・JST の付いた債権を特約に反して第
三者に譲渡したとしても譲渡は原則と
して有効 
・JST について悪意・重過失の譲受人
等に対しては債務者は履行拒絶ができ
る 

譲受人の保護規定 466 条４項 （譲受人は債務者が債務を履行しない
ときは） 
・悪意・重過失の譲受人は、債務者に
対して相当の期間を定めて譲渡人への
履行の催告ができる 
・その期間内に履行がないときは、債
務者は譲受人に対して履行しなければ
ならない 

譲渡人に破産手続開始決定があ
ったときに譲受人が債務者に対
して債権全額に相当する金銭を
供託させることができる要件 

466 条の３ ・譲受人が債権全額を譲り受けたこと 
・譲受人が第三者対抗要件を具備して
いること 
※この場合、譲受人は JST について悪
意・重過失でも OK 

JST が付いた預貯金債権が悪
意・重過失の譲受人に譲渡され
た場合の譲渡の効力 

466 条の５ 
第１項 

・譲渡は無効であり、譲渡人が債権者
になる 

第三者弁済 

→原則として有効 

（474 条１項） 

→例外的に弁済が無効 

（474 条２項本文・３項本文・４
項） 

474 条 
注意するべきは、例外の例外として弁

済が有効になるケース 
①474条２項ただし書 

・債務者の意思に反することを債権者
が知らなかったときは 
・債務者の意思に反する正当な利益を
有しない第三者による弁済は有効 
②474条３項ただし書 

・第三者が債務者の委託を受けて弁済
をする場合で 



















































































































